公民館・図書館の現状と今後の運営管理について

現在、市内には3つの公民館、２つの農村環境改善センターと３つのふれあいセンターが設置されている。さらに、図書館は、島田、金谷、川根地区にそれぞれ整備されている。公民館及び図書館は市が直接運営を行ってきたが、すでに公園やスポーツ施設等市の多くの公共施設は指定管理制度に基づき管理運営が民間企業に委託されている。
今般、金谷地区生活交流拠点整備事業をPFI手法に基づき実施するにあたり、周辺の金谷公民館及び体育館を指定管理者に包括的に委託することで令和５年度から金谷公民館の運営管理が民間により行われてきた。しかしながら、３年経過する中で、金谷公民館が行ってきた社会教育事業（自主事業など）が委託業者により十分に行われなかったことから、令和８年度から指定管理による委託を中止し、市が直接運営管理することになった。今後、当市が公民館や図書館の運営管理を如何に行っていくべきかを検討するため、同僚議員とともに県外の公民館及び図書館の指定管理の状況について視察調査を行った。神奈川県大和市の市民交流センター「シリウス」、及び函館市の市民交流センター「亀田交流プラザ」の二つの施設では、いずれも指定管理者が運営管理を行っていた。 合同企業体が指定管理者として管理運営を実施し、いずれも２期目を迎え、市民交流センターとして指定管理の実績を上げていることを確認した。
そこで、今後、当市として公民館や図書館施設の指定管理をどのように進めていくのか伺うとともに、公民館機能の拡大について質問する。
(1) 最近の公民館及び図書館の利用状況について伺う。このうち、公民館の自主事業（公民館が企画した講座等）の実施状況について併せて伺う。
(2) 公民館及び図書館を指定管理者に委託した場合のメリット及びデメリットを伺う。
(3) 現在、公民館及び図書館が抱える課題は何か伺う。
(4) 今後、当市として公民館及び図書館の運営管理を指定管理者に委託する考えがあるのか伺う。
(5) 公民館機能を社会教育だけでなく、子育てや高齢者福祉などの地域福祉の場として機能の幅を広げていくことができないか伺う。

